
 

○北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱 

平成26年２月17日 

告示第10号 

(趣旨) 

第１条 町内の不法に投棄された廃棄物を町民自ら撤去及び処理し、再発防止を促

すことで、町民の生命、財産、健康への悪影響を防止し、不法投棄の抑制を図る

とともに、地域の環境を守る機運を高めるため、不法投棄廃棄物の撤去等にかか

る事業について補助金を交付する。補助金の交付に関しては、北栄町補助金等交

付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほ

か、この要綱に定めるところによる。 

(補助対象事業) 

第２条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」とする。)は、以下のとお

りとする。また、同一の地番の土地での補助事業は、年度につき一度しか適用さ

れないものとし、補助金の交付対象となる者が自ら撤去等を実施するものに限

る。 

(１) 私有地及び自治会所有地において、投棄者が不明である不法投棄廃棄物の

撤去等を実施する場合 

(２) 私有地及び自治会所有地において、投棄者が判明している場合で、投棄者

に撤去等を行わせることが困難と町長が認めるものについて自治会が撤去等を

実施する場合 

２ 前項の撤去等のうち危険を伴う高所作業、又は大型重機の運用等を必要とす

る大規模作業など極めて困難として町長が認める工程に限り自ら撤去等を実施

する場合の他、専門の事業者等に委託する場合であっても補助金の交付対象と

する。 

(補助金の交付対象者) 

第３条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」とする。)は、町内に土

地を所有・管理している個人又は自治会とする。また、自治会が私有地において

補助事業を実施する場合は、該当土地を所有・管理する者の同意を得なければな

らない。 



 

(補助金の交付額) 

第４条 補助金の交付は、予算の範囲内において、次の各号に掲げるものについて

行うものとし、その合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

(１) 運搬車両、重機等の借上げ等に要する経費に２分の１を乗じた額 

(２) 撤去した廃棄物の処分に要する経費の全額 

(３) 第２条第２項に該当する工程を専門の事業者等に委託する経費の全額 

(補助金交付の申請) 

第５条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」とする。)は、不法投棄廃棄物

撤去事業等補助金交付申請書(様式第１号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町

長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書(様式第２号) 

(２) 事業費見積書(前条第３号に該当する経費については、当該工程の詳細に応

じた内訳を記載すること)  

(３) 事業実施前の不法投棄現場の写真 

(４) 不法投棄現場の地図 

(５) 土地所有者等の同意書(様式第３号。土地所有者及び管理者の同意が必要な

場合に限る。) 

(６) その他町長が必要と認める書類 

(補助金交付の決定) 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査

し、交付を決定した場合には、申請者に不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付決

定通知書(様式第４号)により通知するものとする。 

(申請事項の変更) 

第７条 申請者は、申請に係る補助事業において重大な変更と認められる事業変更

を行うときには、第９条に定める実績報告書を提出するより前に不法投棄廃棄物

撤去等事業補助金計画変更承認申請書(様式第５号)を町長に提出し、承認を受け

なければならない。 

２ 前項に定める変更は、本補助金の増額に伴う変更以外については、承認を要さ



 

ない。 

３ 町長は、第１項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査

し、変更を承認した場合には、申請者に不法投棄廃棄物撤去事業等補助金計画変

更承認通知書(様式第６号)により通知するものとする。 

(事業の中止) 

第８条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を中止しようとするとき

は、速やかに不法投棄廃棄物撤去事業等補助金中止承認申請書(様式第７号)を町

長に提出しなければならない。 

(実績報告) 

第９条 申請者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補

助事業等実績報告書(様式第８号)を、補助事業等が完了してから５日以内又は当

該年度３月10日のいずれか早い日までに次の各号に掲げる書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

(１) 事業報告書(様式第２号) 

(２) 補助金交付決定通知書の写し(計画変更承認通知書の写し) 

(３) 不法投棄現場の写真(撤去作業中、事業完了後) 

(４) 領収書の写し 

２ 規則第14条に基づく補助事業の完了に係る補助事業等完了届については、実績

報告をもってこれにかえることができる。 

(補助金の額の確定) 

第10条 町長は、前条の規定により実績報告の提出があったときは、速やかにその

内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付決定額と前条実

績報告に記載された額のいずれか低い額を補助金交付額として確定し、申請者に

不法投棄廃棄物撤去等事業補助金交付額確定通知書(様式第９号)を送付するもの

とする。 

(補助金の請求及び交付) 

第11条 申請者は、補助事業完了の確認を受けたときは、不法投棄廃棄物撤去等事

業補助金交付請求書(様式第10号)を交付決定を受けた日の属する年度の末日まで

に町長に提出しなければならない。 



 

２ 町長は、前項の規定により請求があった場合には、補助金を交付するものとす

る。 

(決定の取消し) 

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとす

る。 

(１) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したと

き。 

(２) 不正の手段により補助金を受けたとき。 

(３) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(４) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。 

(補助金の返還) 

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されていると

きは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。 

(土地所有者等の責務) 

第14条 不法投棄現場の土地所有者及び管理者は、不法投棄廃棄物が撤去・処分等

された不法投棄現場を適正な管理のもと、新たな不法投棄の防止及び環境保全、

良好な環境の維持に努めなければならない。 

(その他) 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和2年6月23日から施行する。 
 
  



 

様式一覧 

 

様式第1号(第5条関係) 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付申請書 

 

様式第2号（第5条、第9条関係） 

不法投棄廃棄物撤去事業等計画（報告）書 

 

様式第3号（第5条関係） 

不法投棄廃棄物撤去等事業確認同意書 

 

様式第4号（第6条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付決定通知書 

 

様式第5号（第7条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 計画変更承認申請書 

 

様式第6号（第7条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金計画変更承認通知書 

 

様式第7号（第8条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 中止承認申請書 

 

様式第8号（第9条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 実績報告書 

 

様式第9号（第10条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 交付額確定通知書 

 

様式第10号（第11条関係） 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 交付請求書 

  



 

様式第 1号(第 5条関係) 

 

   年  月  日 

 

 北栄町長          様 

 

 

申請者 住  所 

 

団 体 名 

 

氏  名             印 

(代表者名) 

 

電話番号 

 

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付申請書 
 

 北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱第５条に基づき、下記のとおり補助金の

交付を申請します。 

 

記 

 

補助事業等の名称  北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 

交 付 申 請 額                         円 

添 付 書 類 

１ 事業計画書（様式第 2 号） 

２ 事業費見積書 

３ 事業実施前の不法投棄現場の写真 

４ 不法投棄現場の地図 

５ 土地所有者等の同意書（様式第 3号。必要な場合のみ。） 

６ その他町長が必要と認める書類 

 
 
 
  



 

様式第 2号（第 5条、第 9条関係） 

 

 

不法投棄廃棄物撤去事業等計画（報告）書 
 

 

１ 事業（予定）内容 

ごみの種類および撤去

方法、処理方法等につ

いて記載すること。 

時 期 内   容 

  

 

２ 事業に要する経費

の総額 
円 

 

  



 

様式第 3号（第 5条関係） 

 

 

不法投棄廃棄物撤去等事業確認同意書 
 

 

 北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金の交付申請を行うにあたって、当該事業を実施す

る土地を所有・管理する者として、当該事業実施について、同意します。 

 

 

年  月  日 

 

 

北栄町長         様 

 

 

同意する者 

該当土地  北栄町 

住  所   

氏  名               印  



 

様式第 5号（第 7条関係） 

   年  月  日 

 

 

 北栄町長          様 

 

 

補助事業者 住  所 

 

団 体 名 

 

氏  名             印 

(代表者名) 

 

電話番号 

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 計画変更承認申請書 
 

      年   月   日付  第   号で交付決定のあった北栄町不法投棄廃棄物撤

去事業等補助金について、北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱第 7 条の規定に

より、下記のとおり計画変更の承認について申請します。 

 

 

記 

 

1 変 更 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

2 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

※1 変更後の費用の内訳がわかるもの（見積書の写し等）を添付してください。 



 

様式第 7号（第 8条関係） 

   年  月  日 

 

 

 北栄町長          様 

 

 

補助事業者 住  所 

 

団 体 名 

 

氏  名             印 

(代表者名) 

 

電話番号 

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 中止承認申請書 
 

 北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱第 8 条の規定により、下記のとおり計画

を中止の承認について申請します。 

 

記 

 

１ 実 施 場 所  北栄町 

 

２ 受 付 番 号   

 

３ 交 付 決 定 年 月 日       年   月   日 

 

４ 中 止 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

様式第 8号（第 9条関係） 

   年  月  日 

 

 

 北栄町長          様 

 

 

補助事業者 住  所 

 

団 体 名 

 

氏  名             印 

(代表者名) 

 

電話番号 

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 実績報告書 
 

  年   月   日付  第   号で交付決定のあった北栄町不法投棄廃棄物撤

去事業等補助金について、補助事業が完了しましたので、北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等

補助金交付要綱第 9条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

交付決定 

算定基準額 交付決定額 

円 円 

実  績 円 円 

差  引 円 円 

添付書類 

１ 事業報告書（様式第 2号） 

２ 補助金交付決定通知書の写し（計画変更承認通知書の写し） 

３ 不法投棄現場の写真（撤去作業中、事業完了後） 

４ 領収書の写し 



 

様式第 10号（第 11条関係） 

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 交付請求書 
 

 

 

一 金           円 
 

 

 

       年   月   日付受環第     号で交付額の確定のあった北栄町不法投棄

廃棄物撤去事業等補助金を上記のとおり請求します。 

 

 

 

       年  月  日 

 

 

補助事業者 住  所 

 

団 体 名 

 

氏  名             印 

(代表者名) 

 

電話番号 

 

 

北栄町長 様 

 

 

振    込   先 

   銀 行 名                  

支 店  等 名                   

            預 金 種 別                   

 口 座 番 号                   

            ふ り が な 

名            義                    

  

  



 

様式第 4号（第 6条関係） 

文 書 番 号 

   年  月  日 

 

 

              様 

 

 

北栄町長  

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付決定通知書 
 

     年  月  日付で交付申請のあった標記の補助金について、北栄町不法投棄廃

棄物撤去事業等補助金交付要綱第 6 条の規定により、下記のとおり交付することに決定した

ので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 交付決定額           円 

 

 

２ 交付の条件 補助金交付申請書記載の事項 

  



 

様式第 6号（第 7条関係） 

文 書 番 号 

   年  月  日 

 

 

              様 

 

 

北栄町長  

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金計画変更承認通知書 
 

     年  月  日付申請のあった標記の計画変更について、北栄町不法投棄廃棄物

撤去事業等補助金交付要綱第 7 条の規定により、下記のとおり計画変更を承認することに決

定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 変更前交付決定額           円 

 

 

２ 変更後交付決定額           円 

  



 

様式第 9号（第 10条関係） 

文 書 番 号 

   年  月  日 

 

 

 

              様 

 

 

 

北栄町長  

 

 

 

北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 交付額確定通知書 
 

     年  月  日付で実績報告のあった標記の補助金について、下記のとおり交付

額を確定しましたので、北栄町不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱第 10 条の規定によ

り通知します。 

 

 

記 

 

 

交付確定額            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


